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議案第13号　南風原町一般会計予算

議案第23号　南風原農業振興地域整備
計画の変更（一部見直し）について
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◇南風原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
　賞与が現行の年間 2.45 月分から 4.5 月分に増加します。

健康保険証の存続を求める陳情

南風原町法人立保育園園長会からの陳情書

国保運営方針改定にあたり、物価高騰などで困窮した県民
生活と医療を受ける権利を守るためにも、保険税（料）引き
下げ、減免制度拡充等国保制度改善を求める陳情書
うるま市石川における自衛隊訓練場整備計画の白紙撤回を
求める意見書

年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意
見書の採択を求める陳情

○：賛成　×：反対　退：退席　欠：欠席　－：赤嶺奈津江議員は議長のため採決に加わっていません

継続審査 … 会期内で結論が出せないため、次回議会でも引き続き審査を行う

人事　全会一致で同意・適任
教育委員会 仲村渠 久司　固定資産評価委員 大城 直哉　人権擁護委員 粟森 栄子、川崎 雅人、津波 由美

先進地に学ぶ　～視察研修～

会計年度任用職員に勤勉手当を支給

陳情や意見書の結果
陳情第 10号
（令和５年）
陳情第 14号
（令和５年）
陳情第 15号
（令和５年）

意見書第１号

陳情第１号
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条例の改正で
何が変わるの？

　令和６年度一般会計予算において、町民体育館建設関連予算が約４億９千万円計上されました。
その内容を受け、町民体育館関連予算の削除を求めた修正案が、照屋仁士議員より提案されました。
町民体育館関連予算に賛成する議員、修正案に賛成する議員がそれぞれ討論を行い、合計７人が
討論を行いました。
　結果修正案は否決、原案は賛成多数で町民体育館関連予算は可決されました。

ＱＲコードから議会の様子が見れます。
各議員の発言はコメントの時間のところ
で確認できます。

町民体育館関連予算　賛否分かれる

南風原町議会（16）

修正案提出

修正案賛成

原案賛成

町民体育館建設に53億円との報道に衝撃を受けた。
R5年度にPFI調査が進められたが採算性は示されなかった。
必要性の担保が無く、建設ありきで進められている。
体育館の需要だけであれば、もっと安価に実現できるのではないか。
よって体育館関連予算4.9億円を削除して修正案を提出する。

町民体育館は必要。町民アンケートなどで町民には理解され
ている。
小中学校の体育館は、各団体に使用されていて学校のクラブ
活動での利用に支障をきたしている。修正案の根拠が見えない。

規模縮小を訴える声、もっと丁寧な議論を求める声がある。
十分に議論はなされているとの町長の答弁に失望している。
八重瀬町では要望を丁寧に吸い上げている。本町とはなぜ違うのか。

人口や小中学校体育館の利用者は年々増え、使用できないとの声がある。
53億円は全額を町が負担ではない。補助を国県に要請する。
体育館建設までに、必要性や採算性の議論はまだまだできる。

建設する根拠が稚拙なままであり、町民の皆さんに納得のいく説明は難
しい。町民との合意形成を図ってほしい。建設ありきの予算は時期尚早。

町民の健康促進、子どもたちのスポーツ振興や地域経済の
活性化、賑わいの創出など様々な波及効果が期待される。

規模が大きすぎるので慎重に対応すべき。
町民説明会を受けても納得しないとの声があった。
まだ検討すべき余地が多くある。時期尚早。

保育園の各発表会などが町内で開催できていない。
スポーツ少年団や中学校の部活動地域移行に伴い、クラブ活動の場が必要。
近年大災害も頻繁に発生しており、避難所としての役割もある。
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